
 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行 令和２年４月 

下松市大手町三丁目３番３号 

下松市役所   都市整備課 

豊 井 地 区 市 街 地 整 備 係 

電  話（ 0833） 45－ 1860 

掲 載 情 報 

１  豊井区画整理見直し協議会開催状況 ４ 整備方針図 

２  豊井地区整備に係る市役所の新体制のご紹介 ５ 今後の流れ 

３  豊井地区まちづくり整備計画(案）【概要版】 
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令和２年３月１９日（木）に第９回豊井区画

整理見直し協議会を開催し、地区全体の整備 

方針を定める「豊井地区まちづくり整備計画

（案）」について、承認されました。 

次ページ以降にその概要や整備方針図を  

掲載していますので、ご覧ください。 
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 令和２年４月１日の市の組織改正と人事異動により、これまでの「豊井地区市

街地整備準備室」が「豊井地区市街地整備係」となり、新設された「街路整備係」

を含め、以下の体制で豊井地区の整備を進めていくこととなりました。 

豊井地区の安全で安心な市街地環境の早期形成のため、さらなる整備の推進を

図っていきますので、今後ともご協力をよろしくお願いいたします。 

＜新体制紹介＞下松市 建設部 都市整備課 

建設部次長(兼)都市整備課長 久保田  幹也 

都市整備課豊井地区市街地整備係長 安村  文宏 

豊井地区市街地整備係主査 志水  美由貴 

豊井地区市街地整備係主査 奥藤  芳幸 

豊井地区市街地整備係 村田  凱 

都市整備課長補佐(兼)街路整備係長 篠原  和生 

都市整備課街路整備係主査 藤井  孝明 

街路整備係主任 上田  博之 

街路整備係主任 相本  智宏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在、市ホームページ上などでは、整備計画（案）について関係者から広く    

意見等を募集するパブリックコメントを実施しています。今後は、その手続を  

経て、５月中旬頃に「豊井地区まちづくり整備計画」を確定させ、その整備     

計画を基に、都市計画決定の変更や、土地区画整理事業の廃止の手続に進み   

ます。あわせて、具体的な整備手法について市と権利者の方と一緒になって   

理解を深める勉強会なども開催していく 

こととしています。 

また、（都）中央線の予備設計なども

行っていくこととしていますので、今後

とも豊井地区の早期整備にご協力を  

お願いします。 
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